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令
和
四
年
十
二
月
十
二
日
初
校

１
月
の
お
知
ら
せ

申込時の必要事項 ①応募内容②〒住所③氏名（フリガナ）④☎・FAX ※往復はがきの場合は返信先も記入

仙台市政だより　令和５年（2023年） １月号仙台市政だより　令和５年（2023年） １月号

お知らせの見方は10ページ参照。ファクス番号が未掲載の場合は、広報課FAX211・1921へお問い合わせください

１
月
の
お
知
ら
せ

募
集

し
ご
と

仙
台
明
治
青
年
大
学
令
和
５
年

度
新
入
学
生
募
集

◦
対
象‖

市
内
に
お
住
ま
い
で
老
壮

大
学
等
を
修
了
し
た
（
見
込
み
を
含

む
）
61
歳
以
上
の
方
70
人
〔
抽
選
〕

◦
費
用‖

７
千
円　
◦
詳
し
く
は
１

月
13
日
か
ら
各
市
民
セ
ン
タ
ー
で
配

布
す
る
募
集
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い

申
は
が
き
に
申
込
時
の
必
要
事
項
と

生
年
月
日
、
修
了
し
た
老
壮
大
学
等

の
名
称
を
記
入
し
て
２
月
３
日
（
必

着
）
ま
で
に
生
涯
学
習
支
援
セ
ン
タ

ー
（
〒
983│

0852
宮
城
野
区
榴
岡
４│

１│

８
☎
292
・
４
８
７
５
）

令
和
５
年
度
高
齢
者
福
祉
サ
ー

ビ
ス
新
規
事
業
者
募
集

◦
対
象‖

次
の
条
件
を
満
た
す
事
業

者
①
ア
1
日
当
た
り
50
食
以
上
、
毎

日
配
達
で
き
る
イ
市
内
で
の
食
事
の

宅
配
実
績
が
１
年
以
上
あ
る
②
ア
市

内
に
事
業
所
（
事
業
所
が
な
い
個
人

の
場
合
は
住
所
）
が
あ
る
イ
訪
問
理

美
容
サ
ー
ビ
ス
に
適
用
さ
れ
る
損
害

募
集
説
明
会

事
業
名

日
時

申
込
期
限

①
高
齢
者
等
食
の
自
立

支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業

2/10
㈮

14:00～

1/30

②
高
齢
者
訪
問
理
美
容

サ
ー
ビ
ス
事
業

2/16
㈭

2/6

③
介
護
用
品
支
給
事
業

2/22
㈬

2/10

賠
償
保
険
に
加
入
し
て
い
る
③
ア
市

内
に
事
業
所
が
あ
る
イ
使
い
捨
て
お

む
つ
、
尿
取
り
パ
ッ
ド
等
を
取
り
扱

え
る
ウ
市
内
全
域
に
配
達
で
き
る
エ

配
達
料
を
取
ら
な
い　
◦
そ
の
他
の

要
件
な
ど
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い

働
き
た
い
障
害
の
あ
る
方
向
け

説
明
会

◦
日
時‖

1
月
11
日
㈬
・
25
日
㈬
午

前
10
時
～
11
時
半　
◦
会
場‖

障
害

者
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー　
◦
内
容‖

障
害
者
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
支

援
機
関
の
紹
介
や
働
き
方
、
働
く
前

の
準
備
に
つ
い
て　
◦
対
象‖

市
内

に
お
住
ま
い
の
15
歳
以
上
の
障
害
の

あ
る
方
と
そ
の
家
族
な
ど
各
５
人

〔
先
着
〕　
申
1
月
6
日
午
前
９
時

か
ら
電
話
ま
た
は
E
メ
ー
ル
（
申
込

時
の
必
要
事
項
と
参
加
希
望
日
を
記

入
）
で
障
害
者
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
772
・
５
５
1
７
、
E
メ
ー
ルinfo

@
sendai-w

sc.jp

未
来
の
杜
せ
ん
だ
い
２
０
２
３

ハ
ン
ギ
ン
グ
バ
ス
ケ
ッ
ト
・
コ

ン
テ
ナ
ガ
ー
デ
ン
作
品
募
集

　
第
40
回
全
国
都
市
緑
化
仙
台
フ
ェ

ア（
未
来
の
杜
せ
ん
だ
い
２
０
２
３
）

の
メ
イ
ン
会
場
を
彩
る
、
ハ
ン
ギ
ン

グ
バ
ス
ケ
ッ
ト
と
コ
ン
テ
ナ
ガ
ー
デ

ン
の
作
品
を
募
集
し
ま
す
。
応
募
作

品
は
、
フ
ェ
ア
期
間
中
に
開
催
す
る

コ
ン
テ
ス
ト
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

◦
募
集
期
間‖

２
月
１
日
㈬
～
４
月

７
日
㈮　
◦
応
募
は
１
人
各
１
作
品

ま
で　
◦
応
募
方
法
等
詳
し
く
は
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジhttps://sendai-fee

lgreen.jp/

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い　
問
第
40

回
全
国
都
市
緑
化
仙
台
フ
ェ
ア
実
行

S
E
N
D
A
I
ジ
ョ
ブ
フ
ェ
ア

◦
日
時‖

１
月
27
日
㈮
午
前
10
時
～

午
後
２
時　
◦
会
場‖

中
小
企
業
活

性
化
セ
ン
タ
ー
（
ア
エ
ル
６
階
）　

◦
内
容‖
自
分
ら
し
く
働
き
た
い
若

者
の
就
職
を
支
援
す
る
た
め
の
セ
ミ

ナ
ー
や
企
業
説
明
会　
◦
対
象‖

現

在
就
職
活
動
中
ま
た
は
非
正
規
雇
用

で
就
業
中
の
20
歳
～
35
歳
の
方
で
、

正
社
員
就
職
を
希
望
す
る
方
80
人
程

度
〔
先
着
〕　
◦
直
接
会
場
へ　
◦

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttps://

sendai-shine35.com

を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い　
問
仙
台
シ
ャ
イ
ン
・
ア
シ
ス
ト

セ
ン
タ
ー
☎
080
・
４
９
０
４
・
０
４

６
０
、
商
業
・
雇
用
支
援
課
☎
214
・

１
０
０
７

山
形
／
仙
台
／
東
北
ワ
ー
ク

フ
ェ
ス
―
W
E
B
（
ウ
ェ
ブ
）

企
業
・
業
界
研
究
会

◦
日
時‖

２
月
９
日
㈭
・
10
日
㈮
午

前
10
時
～
午
後
６
時
（
１
事
業
者
約

20
分
）　
◦
内
容‖

就
活
に
関
す
る

学
生
向
け
セ
ミ
ナ
ー
（
30
分
程
度
）

や
、
仙
台
・
山
形
を
中
心
と
し
た
東

北
の
企
業
（
30
事
業
者
程
度
）
の
会

社
説
明
・
質
疑
応
答
を
オ
ン
ラ
イ
ン

で
行
い
ま
す　
◦
対
象‖

令
和
６
年

３
月
に
大
学
・
短
大
・
専
門
学
校
等

を
卒
業
予
定
の
方
等
（
３
年
以
内
に

卒
業
し
た
方
を
含
む
）　
申
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジhttps://sen-zan-uij.co

m
/tohoku-w

f

の
申
し
込
み
フ
ォ

ー
ム
で
２
月
８
日
ま
で
に　

問
商

業
・
雇
用
支
援
課
☎
214
・
１
０
０
７

専
門
家
が
勢
ぞ
ろ
い
！
起
業
・

創
業
な
ん
で
も
相
談
D
A
Y

（
デ
ー
）

◦
日
時‖

１
月
18
日
、
２
月
15
日
、

３
月
15
日
各
水
曜
日
午
前
９
時
～
午

後
４
時
半　
◦
会
場‖

ア
エ
ル
７
階

◦
内
容‖

起
業
・
経
営
の
専
門
家
に

よ
る
起
業
に
関
す
る
個
別
相
談
会　

◦
対
象‖

起
業
予
定
の
方
、
起
業
後

間
も
な
い
方
各
30
人
〔
先
着
〕　
申

１
月
６
日
午
前
９
時
か
ら
電
話
で
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttps://w

w
w
.sii

p.city.sendai.jp/assista/

か
ら

も
申
し
込
め
ま
す　
申
・
問
仙
台
市

産
業
振
興
事
業
団
☎
724
・
１
２
１
２

障
害
者
雇
用
促
進
企
業
の
登
録

を
受
け
付
け
ま
す

　
登
録
企
業
は
、
市
の
物
品
調
達
等

の
際
、
優
先
的
に
発
注
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

◦
応
募
資
格‖

障
害
者
雇
用
率
が

３
・
6
%
以
上
で
市
の
競
争
入
札
参

加
資
格
を
有
し
て
い
る
、
ま
た
は
４

月
か
ら
の
資
格
登
録
を
新
規
申
請
す

る
企
業　
◦
登
録
有
効
期
間‖

４
月

１
日
～
令
和
６
年
３
月
31
日　
◦
受

付
日
時‖

１
月
16
日
㈪
～
27
日
㈮
午

前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
5
時

◦
受
付
場
所
‖
市
役
所
本
庁
舎
６
階

障
害
企
画
課　
◦
申
請
書
は
障
害
企

画
課
で
配
布
す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可　

問
障
害
企
画
課
☎
214
・
８
１
５
１

税の申告をお忘れなく
★令和４年分の確定申告が始まります
　詳しくは国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/
をご覧いただくかお問い合わせください。
問仙台北税務署☎222･8121、仙台中税務署☎783･7831、
仙台南税務署☎306･8001
◆スマートフォン等からの確定申告をお願いします
　確定申告の時期は、税務署や申告書作成会場が大変混雑
します。マイナンバーカード対応のスマートフォンでマイ
ナンバーカードを読み取るか、税務署で発行したＩＤとパ
スワードがあれば、自宅等でスマートフォンやタブレット
端末から電子申告（e

イータックス
-Tax）で確定申告書を提出できます。

本年度から、青色申告決算書や収支内訳書もスマートフォ
ンで作成できるようになりました。

★償却資産（固定資産税）の申告は１月31日まで
問資産課税課☎214･8619
　１月１日現在で市内に固定資産税の課税対象となる償却
資産（事業用の機械・備品・構築物等）をお持ちの法人ま
たは個人の方は、１月31日㈫までに市役所北庁舎１階資産
課税課に申告が必要です。申告期限間近は窓口が混み合い
ますので、お早めに申告をお願いします。申告書の書き方
等については、市ホームページでもご覧いただけます。な
お、申告書が届いていない場合は、お問い合わせください。

★税理士会による確定申告の無料相談会（予約制）
●期日∥２月４日㈯・11日㈷・18日㈯　●会場∥東北税
理士会館（若林区新寺1-7-41）　●対象∥年金や給与所得
がある方および小規模な個人事業経営者（ただし、土地・
建物・株式等の譲渡所得のある方、相続・贈与の相談を除く）
申予約専用電話☎050･2018･1150（１月27日～２月17
日9:30～16:30受け付け。土・日曜日、祝休日を除く）で
問東北税理士会宮城県支部連合会☎293･0503

★事業主の方は給与支払報告書の提出をお忘れなく
問市民税課☎214･1009
　令和５年度（令和４年分）の給与支払報告書は、１月
31日㈫までに市役所北庁舎５階市民税課へ提出してくだ
さい。これまでは１人につき２枚（２枚複写）の提出でし
たが、令和５年１月以降は、１人につき１枚（単票のみ）
の提出となりましたのでご注意ください。なお、給与支払
報告書には、本人、控除対象配偶者および扶養親族のマイ
ナンバーの記載が必要となります。

★市県民税の納期です
問収納管理課☎214･1010
　市県民税第４期分は、１月31日㈫までにお近くの金融
機関などで納めてください。口座振替をご利用の方も１月
31日㈫に振り替えになります。

★特定配当等に係る所得金額または特定株式等譲
渡所得金額の申告のお知らせ
問市民税課☎214･8637（青葉区・泉区）、☎214･8638（宮
城野区・若林区・太白区）
◆配当割額控除または株式等譲渡所得割額控除の適用を受
ける方へ
　市県民税で配当割額控除または株式等譲渡所得割額控除
の適用を受ける場合には、納税通知書が送達されるときま
でに申告する必要があります。所得税の確定申告書を提出
する方は、確定申告書第２表の住民税に関する事項の該当
欄に必要事項を記載してください。
◆課税方式の選択には申告が必要です
　市県民税で所得税と異なる課税方式を選択する場合は、
確定申告書第２表の住民税に関する事項に必要事項を記載
するか、市へ「市民税・県民税申告書付表（上場株式等に
係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用）」の提
出が必要です。納税通知書が送達されるときまでに提出さ
れない場合、課税方式の選択はできなくなりますのでご注
意ください。市民税・県民税申告書付表の様式は市ホーム
ページからダウンロードできます。なお、税制改正により
令和６年度分以後の市県民税については、所得税と異なる
課税方式の選択はできません。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各種申
告書等の郵送によるご提出にご協力をお願いします

◆申告書作成会場を開設します

◆医療費控除を受けられる方へ
　医療費控除を受ける際は、「医療費控除の明細書」を作
成して提出する必要があります。領収書の添付または提示
では控除は適用されません。なお、領収書は自宅で５年間
保存する必要があります。

◆マイナンバーの記載と本人確認書類の提示等が必要です
　確定申告書を提出する際には、マイナンバーの記載と本
人確認書類の提示または写しの添付が必要となります。

　これから本格的な雪が降る季節を迎えます。大雪
に備え、次の点にご注意・ご協力をお願いします。

問①②危機対策課☎214･3049③消防局警防課☎
234･1111④⑤道路保全課☎214･8381

①テレビ・ラジオ等で気象情報を確認しましょう
②大雪時は足元が滑りやすくなるので、けがや事故
に十分注意し、不要不急の外出はお控えください
③消火活動に支障が出る場合があるため、自宅近く
の消火栓周辺の除雪にご協力をお願いします
④交通障害や事故を誘発する原因となるため、道路
に雪を捨てないでください
⑤除雪作業の障害となるため、路上駐車をしないよ
うご協力をお願いします

大雪への備えと対策を万全に

除雪作業へのご理解とご協力をお願いします
　除雪車は路面の雪を道路脇に寄せるため、通っ
た後は門前に雪が残りますので、ご理解をお願い
します。また、高齢者世帯など除雪に困っている
方には、地域での助け合いをお願いします。

問問道路保全課☎214･8381

事
業
名

事
業
内
容

①
高
齢
者
等

食
の
自
立
支

援
サ
ー
ビ
ス

事
業

高
齢
の
方
な
ど
に
適
し
た

食
事
を
調
理
し
、自
宅
に
配

達
し
て
健
康
状
態
や
安
否

の
確
認
を
行
う

②
高
齢
者
訪

問
理
美
容
サ

ー
ビ
ス
事
業

介
護
保
険
の
要
介
護
３
～

５
の
認
定
を
受
け
て
い
る

方
の
自
宅
を
訪
問
し
、散
髪

を
行
う

③
介
護
用
品

支
給
事
業

高
齢
の
方
の
自
宅
に
紙
お

む
つ
等
の
配
達
を
行
う

種
類

作
品
サ
イ
ズ

作
品
搬
入
日
出
展
場
所
出
展
期
間

ハンギング
バスケット
（壁掛け）

 幅80cm以内、
 高さ100cm以内、
 重さ15kg以内

5/16㈫
（5/17㈬にコンテストを

行います）

青葉山公園追
おい

廻
まわし

地区

5/18㈭～5/28㈰

コンテナ
ガーデン

（直
じか

置き）

100cm四方以内

◦
会
場‖

市
役
所
上
杉
分
庁
舎
２
階

◦
受
託
に
は
説
明
会
へ
の
参
加
が
必

要　
申
フ
ァ
ク
ス
に
申
込
時
の
必
要

事
項
と
受
託
希
望
の
事
業
名
、
担
当

者
名
を
記
入
し
て
申
込
期
限
ま
で
に

申
・
問
高
齢
企
画
課
☎
214
・
８
１
６

８
、
℻
214
・
８
１
９
１

委
員
会
事
務
局
（
全
国
都
市
緑
化
フ

ェ
ア
推
進
室
内
）
☎
214
・
８
７
９
６

開設日時 会場

2/1㈬～3/15㈬
（土・日曜日、祝休
日を除く。ただし、
2/19㈰・26日㈰は

開設）

9:00～
17:00（①の
受け付けは

16:00まで）

①仙台北税務署
（青葉区上杉1-1-1）
②仙台中税務署

（若林区卸町3-8-5）
9:00～
16:00

アズテックミュージアム
（太白区中田町字杉ノ下18）

●会場では原則ご自身のスマートフォンで申告書等を作成
していただきます　●入場には整理券が必要（混雑状況に
より、後日来場をお願いする場合有り）


